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応
募
作
品
は
、　

月
７
、
８
日
に

11

町
産
業
文
化
祭
で
、
そ
の
後　

日
ま

16

で
平
泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
で
そ
れ

ぞ
れ
展
示
さ
れ
、
人
気
投
票
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
　

月
中
旬
に
開
か
れ
た
審
査
会
で

11
は
、
町
民
代
表
や
有
識
者
ら
が
、
人

気
投
票
の
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
▽
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平
泉
マ
ッ
プ
大
作
戦
の
第
２
弾
と

し
て
「
マ
ッ
プ
づ
く
り
懇
談
会
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
マ
ッ
プ
づ
く
り

懇
談
会
で
は
、
ま
ち
ス
ポ
コ
ン
で
集

め
た
お
薦
め
ス
ポ
ッ
ト
を
生
か
し
、

町
民
が
思
い
入
れ
を
持
っ
て
他
の
町

民
や
来
訪
者
を
案
内
で
き
る
ガ
イ
ド

マ
ッ
プ
を
作
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
こ
の
懇
談
会
が
、
町
民
の
皆
さ

ん
に
ま
ち
の
こ
と
を
今
ま
で
以
上
に

考
え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
第
２
回
目
は
次
の
日

程
で
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
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今
ま
で
に
町
内
で
観
光
マ
ッ
プ
な

ど
に
載
っ
て
い
な
い
、
自
分
の
お
気

に
入
り
の
場
所
を
推
薦
す
る
「
平
泉

町
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

（
ま
ち
ス
ポ
コ
ン
平
泉
）」
に
一
般
部

門
で
１
１
０
点
、
中
学
生
以
下
部
門

で
４
８
３
点
、
合
わ
せ
て
５
９
３
点

の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

場
所
の
魅
力
度
▽
表
現
力
―
な
ど
を

総
合
的
に
審
査
。
一
般
部
門
の
最
優

秀
賞
に
熊
谷
初
己
さ
ん
（　

区
）、
中

15

学
生
以
下
部
門
の
最
優
秀
賞
に
猪
股

観
蒼
さ
ん
（
長
島
小
４
年
）
の
作
品

を
選
び
ま
し
た
。

　

最
優
秀
賞
以
外
の
受
賞
者
は
次
の

通
り
で
す
。（
紹
介
は
敬
称
略
）
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【お薦めする理由】
　６月から７月に、それは見事に蛍を見
ることができます。都会に住む友人は、
あまりの見事さに絶句し、夢のようだと
話していました。この蛍をぜひ大切にし、
平泉の自然遺産として末永く残したいと
思います。
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熊谷初己さ

ん（15区）

【お薦めする理由】
　戸河内の男滝橋という橋をどんどん上
流に行くと、橋がだんだん古くなってい
くので、昔を感じます。川もきれいで遊
べそうな感じがします。時々、魚も泳い
でいるので見てください。
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猪股観蒼さ
ん（長島小４年）
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�����小学校就学前の児童で、昼間、家族が仕事や病気などに
　　　　　より家庭で保育することができない児童
�����平泉保育所・長島保育所　各90人（継続児も含む）
　　　　　※他市町村の保育所（認可保育所のみ）への入所申し込
　　　　　　みも受け付けます。
������������12月１日（火）～14日（月）８：30～17：30
　　　　　　　　�����町民福祉課、両保育所
　　　　　　　　　�����保育所入所申込書・就労証明書また
　　　　　　　　　　　は就労状況申告書（以上の用紙は町民福祉
　　　　　　　　　　　課・両保育所にあります）・平成21年分源泉
　　　　　　　　　　　徴収票の写し、または確定申告書の写し（22
　　　　　　　　　　　年３月19日（金）までに提出してください）
　　　　　　　　　�����22年１月下旬に面接し、２月下旬に
　　　　　　　　　　　保護者あて通知します。
　　　　　　　　　�����原則として７：30～18：30
　　　　　　　　　�������	
��町民福祉課�46-5562
　　　　　　　　　　　平泉保育所�46-2767
　　　　　　　　　　　長島保育所�46-2007

�����町内に住所がある３歳から小学校就学前の幼児
�����５歳児（10人）、４歳児（22人）、３歳児（20人）
�����12月１日（火）～14日（月）８：30～17：30
�����町立幼稚園、教育委員会
�����入園願書・家庭状況調査書（町立幼稚園、
　　　　　教育委員会にあります）・住民票
　　　　　抄本１通（入園児分、交付は
　　　　　役場町民福祉課で）
�����22年１月中旬に保護者あて
　　　　　通知します。
�����保育週数は年間39週以上、
　　　　　１日当たりの保育時間は
　　　　　原則として４時間です。
　　　　　※預かり保育（16：00まで）
������5,000円　������月額7,000円
������月額2,600円（見込み）
�������	
��町立幼稚園�46-2575
　　　　　教育委員会�46-5576
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　【短期里親】親の病気などの理由で一時的に養育します。
　【養育里親】１年以上の長期にわたって養育します。
　【専門里親】児童虐待などで心身に有害な影響を受けた児童
　　　　　　を養育します。
　　　　　　※専門里親になるためには、里親としての養育
　　　　　　　経験や研修修了などの要件があります。
　【親族里親】両親の死亡などで養育する人がいない児童を３
　　　　　　親等以内の親族が養育します。
��������

　特別な資格はありませんが�子どもが大好きであること�
健康で明るい家庭であること�経済的に困窮していないこと
�児童の養育について虐待等の問題がないと認められること
―などの要件を満たす必要があります。
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　①お近くの児童相談所で里親制度について詳しい説明をお
　　聞きください。
　②ご家族の合意の下で、一関児童相談所へ申し込んでいた
　　だきます。
　③児童相談所の担当者がご家庭を訪問し、家庭の状況を調
　　査します。
　④里親の認定について、県社会福祉審議会の審議で適当で
　　あると認められた場合、知事が里親として認定します。
　⑤里親名簿に登録された後、研修などを行い、お子さんを
　　迎える準備をしていただきます。
�������	

　�お子さんの状況や里親さんの家庭状況はさまざまです。
　　それぞれの状況に応じてお子さんの養育をお願いするこ
　　とになります。
　�お子さんの養育費として里親手当、生活費、学校教育費、
　　お子さんの医療費などが県から支給されます。
　�お子さんの養育で問題や悩み事があった場合、いつでも
　　お気軽に児童相談所にご相談いただけます。
�������一関児童相談所　�21-0560
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���生活保護などの公的扶助を受けている世帯などで、Ｎ
　　　ＨＫ受信料が全額免除となっている世帯。

※支援を受けるためには、ＮＨＫと受信契約を結び、全額免
　除の適用を受ける必要があります。（すでに全額免除の適用
　を受けている世帯には、申込書が送付されています）
�������	
��

総務省　地デジチューナー支援実施センター　�0570-033840
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